
高層の建築物の出火防止対策等の運用基準 

 

５ 主要構造部の耐火性能 

  耐火被覆の工法別による留意事項は次によること。 

⑴ 湿式吹付工法（直接耐火被覆） 

ア 吹付材の組成（構成材）及び比重は所定のものであること。 

イ 吹付材は所定の厚さで均一に吹付けられ，吹付け後において硬さが均一であること。 

なお，特に柱，梁及び壁の接合部分等に留意すること。 

ウ 筋違が鋼材で造られているものにあっては，当該筋違も耐火被覆が行われているものであること（⑵にお

いて同じ。）。 

ただし，被覆厚については，柱，梁と同等の厚さを有しなくてもよいものであること。 

エ 被覆がはく落していないこと。 

⑵ 乾式成型板工法（直接耐火被覆） 

ア 成型板の組成（構成材）及び厚さは所定のものであること。 

イ 成型板は接着剤や止金具等で堅固に固定すること。 

ウ 成型板の耐火被覆は，成型板にき裂及び損傷部分がなく，つき合せ部に間隙がないものであること。 

 ⑶ メンブレーン工法（間接耐火被覆工法） 

ア 天井及び天井裏は不燃材料で構成されていること。 

イ 天井材料は，ゆれ，衝撃等によって脱落しないよう天井支持材（胴縁，野縁，つり木等）で堅固に床板等

に固定されていること。 

ウ 天井材料は，目地等の接合部分に間隙がなく，き裂及び破損がないこと。 

エ 天井裏に敷設されている建築設備は，不燃材料で造られたものであること。ただし，電気配線はこの限り

でない。 

オ 天井埋込型照明器具，給気口等が天井を貫通する場合は，火災時の温度を梁に伝達させないよう，所定の

防火措置が行われていること。 

 ⑷ プレハブ工法 

ア 被覆が破損，はく離していないこと。 

イ 接合部の被覆が完全に施工されていること。 

 ⑸ 打込工法 

ア 被覆にクラック，じゃんかがなく均一に施工されていること。 

イ 被覆厚が十分に確保されていること。 

 ⑹ 左官工法 

ア 養生の時間が十分にとられていること。 

イ ひび割れが発生していないこと。 

ウ 被覆厚が十分に確保されていること。 

 

６ 火災拡大防止策 

 ⑴ 防火区画 

ア 面積区画 

(ｱ) 一の防火区画には，居室のいずれの部分からも２以上の方向へ避難ができる経路を確保すること。ただ

し，おおむね 200 ㎡以下の場合はこの限りでない。◆ 

(ｲ)  防火区画に防火戸を設ける場合は，当該防火戸の上部におおむね 30 ㎝以上の耐火構造のたれ壁（小壁）

を設けるものであること。◆ 

(ｳ) 防火区画に用いる防火シャッターは，内のり幅が 6.5ｍ以下であること。◆ 

(ｴ) 防火区画に用いる ALC（軽量気泡コンクリート），PC コンクリート（プレキャストコンクリート）等の

接合部及び取付部は，岩綿又はモルタル等の不燃材料を充てんし，耐火性及び防煙性を高めること。 

(ｵ) 電線等が防火区画の壁及び床を貫通する場合は，当該貫通部を不燃材料又は認定された材料で埋戻し，

耐火性及び防煙性を高めること。 

(ｶ) ファンコイルユニット等の配管類が床を貫通する場合は，当該部分を機密性，耐火性を有する湿式の岩

綿又はこれと同等以上の性能を有する材料で埋戻しすること。 

イ 避難経路等の区画 



(ｱ) 廊下と居室等とは耐火構造又は不燃材料の壁で区画し，当該壁の開口部には，常時閉鎖式（煙感知器連

動の閉鎖機構を含む。）の防火戸を設けること。◆ 

ただし，当該区画が建基政令第 112 条の防火区画を兼ねる場合にあっては，法令で定める耐火性能を有

するものであること。 

(ｲ) おおむね高さ 100ｍを超える建築物にあっては，中間階に設ける空気調和設備機械室，バルコニー等は

火災時の一次避難場所として使用できるよう当該部分を耐火構造の床及び壁又は特定防火戸で区画する

こと。◆ 

なお，この場合，当該機械室は直接外気に開放されている部分を有し，かつ，当該室から下階に避難で

きる固定はしご等を設けること。◆ 

(ｳ) 避難階において，下階に通じる階段の出入口と上階に通じる階段の出入口は共用しないものであり，耐

火構造の壁又は特定防火戸で区画されていること。◆ 

ウ 堅穴の区画 

(ｱ) 特別避難階段，非常用エレベーターの昇降路及び排煙シャフトを除き，建築物の全階層にかかる堅穴を

設けないものであること。◆ 

(ｲ) 非常用エレベーターを除き，エレベーターはおおむね 15～20 階層単位にバンク分けを行うこと。◆ 

(ｳ) 高層の建築物は，特にドラフト圧が大きくなり煙を上階に伝播させやすいため，確実にエレベーターシ

ャフトを遮煙しなければならない。乗り場戸が遮煙性能を有していない場合の遮煙対策は次のいずれかに

よること。 

    ・ エレベーターロビーは，他の部分と耐火構造の壁，床及び常時閉鎖式の防火戸若しくは煙感知器の作

動と連動して閉鎖することができる防煙性能を有する防火設備で区画すること。 

    ・ エレベーター乗降扉前に，常時閉鎖式又は煙感知器の作動と連動して閉鎖することができる遮煙性能

を有する防火設備で区画すること。ただし，エレベーター乗降扉が遮煙性能を有する場合はこの限りで

ない。 

    ・ エレベーターシャフトを加圧防煙すること。◆ 

(ｴ) エスカレーターは，３階層以上に通じないことを原則とし，当該エスカレーター部分の防火区画は，乗

降面にあっては遮煙性能を有する防火戸，その他の面にあっては網入りガラス，線入りガラス及び防火

設備で区画すること。◆ 

(ｵ) パイプシャフト，電線シャフト等は堅穴区画の他に努めて各階ごとの床に相当する部分で，耐火性能，

防煙性能を有する材料でふさぐこと。◆ 

なお，当該部分には，延焼防止上有効な措置を行ったものを除き多量の電線ケーブルをグループ化して

設けないこと。◆ 

(ｶ) 換気，暖房及び冷房設備の風道は，努めて階を貫通しないこと。ただし，耐熱処理した金属ダクトによ

る新鮮空気供給用風道及び余剰空気用風道にあってはこの限りでない。◆ 

(ｷ) 前(ｶ)によりがたい場合は，多層階にわたらないよう数階層ごとに水平区画を設け，エレベーターバン

ク等と堅穴の系統を合せること。◆ 

(ｸ) その他，堅穴区画の壁の構造については，ア．(ｲ)及び(ｴ)によること。◆ 

エ 外壁の帳壁（カーテンウォール）と床板との区画等 

(ｱ) 外壁の帳壁と床板との接続部は，気密性及び耐火性能を有するような湿式の岩綿，モルタル等の不燃材

料を充てんすること。 

なお，この場合鉄板等で脱落防止を行うものであること。 

(ｲ) カーテンウォールの支持部材，構造上重要な方立，ファスナー等は耐火被覆を行うこと。 

(ｳ) 外壁の帳壁の室内側は外壁面に要求される耐火性能と同等以上の耐火性能を有するものであること。 

 ⑵ 内装材料等の不燃化◆ 

第２章第２節第６「内装制限・防火材料」によるほか，次の事項とすること。 

ア 内装材料は下地材料を含め，準不燃材料であること。 

イ 机等の家具調度品は，努めて不燃材料で造られていること。 

ウ 可燃性の装飾物品の使用は抑制するものとし,やむなく使用する場合は，防炎性能を有するものであること。 

 

７ 避難施設 

  第２章第２節第４「避難計画」によるほか，次の事項とすること。 

 ⑴ 特別避難階段は次によること。 



ア 付室（バルコニーを含む。）から階段に通じる出入口は常時閉鎖式防火戸とすること。 

イ 屋内から付室に通じる出入口は，防火シャッター以外の防火戸とすること。◆ 

ウ 屋内から付室に通じる出入口の上部には，おおむね 30 ㎝以上の防煙上有効な固定のたれ壁（小壁）を設け

ること。◆ 

エ 付室は，廊下から通じるものであること。◆ 

オ 付室に設ける給気用の風道（シャフト）は，おおむね 10～15 階層単位に外気取入口を設け，かつ，外気取

入口は排煙口等との離隔を保つこと。◆ 

カ 階段室及び付室に面して倉庫，湯沸室の出入口及び EPS シャフトの点検口を設けないこと。◆ 

キ 付室内には，非常用エレベーター出入口を除き，他のエレベーターの出入口を設けないこと。 

ク 付室内に屋内消火栓又は連結送水管の放水口が設けられている場合は，廊下等屋内から付室に通じる出入

口の防火戸の下方に消防用ホース通過孔を設けること。（第２節第９.５参照）◆ 

ケ 屋内から付室に通じる出入口に設ける防火戸が両開きのとびらの場合にあっては，閉鎖調整器等を設け，

とびらが閉鎖した場合間隙を生じないものであること。 

コ 付室に設ける排煙設備は加圧防煙方式とすること。◆ 

 ⑵ その他 

ア 各階において，特別避難階段に通じる廊下等の避難経路は単純なものとすること。◆ 

イ 避難階において回転ドアを設置する場合は，別の避難用とびらを設けるとともに回転ドアの事故防止のた

めの措置を講じること。 

ウ 排煙設備の設置にあたっては，当該設備を作動した場合，とびら内外の静圧差によって避難時にとびらの開

閉障害が生じないよう，空気の流通に有効な外気に面する開口部を各階の避難経路の一部に設けること。◆                            

※ 排煙設備の運用にあたっては，排煙設備による煙の制御を考慮した基本的な避難誘導マニュアル（第１

－４表）を参考とし建築物の実態に応じて運用するものであること。◆ 

エ 高層の建築物の自然排煙設備の設置については，ビル風などの影響が大きいため，排煙口の配置・構造に

配意すること。◆ 

オ 高層の共同住宅は，全周又は連続バルコニーを設置すること。◆ 

 

８ 消防活動上必要な施設 

消防活動上必要な施設は次によること。◆ 

⑴ 消防隊の進入路 

第２章第２節第１「敷地内の消防活動上の施設等」によるほか，次の事項とすること。 

ア 高層の建築物に道路，広場等から直接進入できるものを除き，消防車の使用する道路は２以上とし建築物

の直近まで通じているものであること。 

イ 消防車の進入に使用する道路等に設けてある門，とびら等は，開放できる構造であること。 

ウ 道路の幅員は，５ｍ以上で，かつ，通路が交差する部分又はコーナー部分は通行，回転上有効なすみ切り

がなされていること。 

エ 敷地内通路のうち，はしご自動車が通行するものについては，接地圧 0.8MPA 以上に耐えられる構造とする

こと。 

 ⑵ 非常用エレベーター 

第２章第２節第９「非常用の昇降機（エレベーター）」によるほか，次の事項とすること。 

ア 非常用エレベーターは，耐震性を十分考慮するものであること。 

なお，耐震性（強度）については，第２節第９に示す地震時の管制運転の制御値を目安とすること。 

イ 共同住宅，病院，旅館，ホテル及び福祉施設等に設ける非常用エレベーターについては，その１基以上を

救急用担架が収容可能（エレベーターのかごの奥行等を，内法寸法で２ｍ以上確保する等）なものとするこ

と。ただし，一般の乗用エレベーターのうち，１基以上を当該担架が収容可能なものとした場合については，

この限りでない。 

なお，本項に該当しない対象物にあっても中高層部分に同用途が存する場合は，これに準ずること。 

ウ 非常用エレベーターの乗降ロビーは，廊下又は前室を介して居室と接続すること。 

 ⑶ 消防活動上必要な設備の設置 

高層の建築物の消防活動を迅速性かつ容易性を高めるため，消防活動上必要な設備を集約して設置すること。 

ア 設置場所 

(ｱ) 非常用エレベーター乗降ロビー 



(ｲ) 特別避難階段付室，バルコニー 

(ｳ) 階段室 

イ 消防活動上必要な設備 

(ｱ) 連結送水管放水口 

(ｲ) 非常コンセント 

(ｳ) 非常電話 

(ｴ) 排煙設備の手動起動装置 

 ⑷ 緊急離発着場等 

第２章第２節第 10「緊急離発着場等」により緊急離発着場等の設置を指導すること。 

 ⑸ その他 

ア おおむね軒高 100ｍを超える建築物の地階部分で無線通信が困難なものにあっては，無線通信補助設備を設

けること。 

イ 火災時において，減圧及び煙の排出に有効な外気に面する開口部を各階の避難経路の一部に設けること。 

 

９ 消防用設備等の耐震措置 

 ⑴ スプリンクラー設備 

スプリンクラー設備の耐震措置は，第１－５表の指針及び第１－６表の地震に対する目標強度によること。 

なお，他の消防用設備（屋内消火栓設備，泡消火設備，消防用水及び連結送水管）もこれに準ずること。 

 ⑵ 非常電源 

ア 非常電源の耐震措置は第１－７表によること。 

なお，一般電気設備にあっても出火防止及び機能確保のうえからこれに準ずること。 

イ 非常電源は，最も地震動の影響が少ない地盤面以下に設置することを原則とする。 

ウ 非常電源の設置に伴うアンカーボルトの選定にあたっては，次によること。 

(ｱ) 地震力の算定 

ａ 設備機器に対する設計用水平地震力 FH 

FH＝KH・Z・W（kgf） 

ｂ 設備機器に対する設計用鉛直地震力 Fv 

Fv＝1／2FH（kgf） 

(ｲ) アンカーボルトの選定 

床，基礎据付けの場合によるアンカーボルトの選定は，次による。 

ａ アンカーボルトの本数及び径並びに施工方法を仮定して検討する。 

アンカーボルトの本数は，４本以上とする。なお，ボルト径があまり大きくなる場合には，ボルト本

数を多くして再度検討を行う。 

ｂ アンカーボルトの引抜力を計算する。 

アンカーボルトに加わる引抜力は次式で表される。 

Rb  =  
FH・hG－(W－FV)・ℓ G

ℓ ・nl
  

矩形断面の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ アンカーボルトのせん断力を計算する。 

 

 



アンカーボルトのせん断力は次式で表される。 

Q＝ 
FH

n
  

 

ｄ アンカーボルトの選定 

Rｂ及びＱの値から次図「ボルト許容組合せ応力図」によりアンカーボルト径を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボルト１本あたりの短期荷重によるせん断力（㎏） 

 

 

 

 

SS400 中ボルト許容組合せ応力図 

                    （アンカーボルト用）  

 

ｅ アンカーボルトの施工方法に応じた基礎ボルトの許容引抜荷重と照合する。 

アンカーボルトの施工方法には，多種多様なものがあるので，別図を参考として選定する。 

    ※ 記号の意味 

    ＦH：設計用水平地震力 

    ＦV：設計用鉛直地震力 

    ＫH：設計用水平震度（免震構造及び制振構造の建築物の場合は設計者の指定する数値，それ以外の場合は

第１－６表による。） 

    Ｚ：地震地域係数（関東地方は，1.0 とする。） 

    Ｗ：機器の重量（kgf） 

    ｈG：据付面より機器重心までの高さ（㎝） 

    ℓ 6：検討する方向からみたボルト中心から機器重心までの距離（㎝） 

      ただし， ℓ G≤ ℓ ／2 とする。 

    ℓ ：検討する方向からみたボルトスパン（㎝） 

    Ｒb：基礎ボルト１本あたりの引抜力（kgf） 

    Ｑ：基礎ボルト１本あたりのせん断力（kgf） 

    ｎ1：機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側の基礎ボルト数≦（n／2） 

    ｎ：水平地震力を受ける基礎ボルト総本数 

   ［引用文献］建築設備耐震設計・施工指針 1997 年版 
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別図 アンカーボルトの施工方法 

⑴ あと施工金属拡張アンカーボルト（おねじ形）の許容引抜荷重 

設置場所 a）堅固な基礎 b）一般的な床スラブ上面 

  

 下記の計算式にて，ボルトの短期許容引抜荷重

を求める。ただし，ボルトのせん断応力が 4.5kgf

／min2（SS400 の場合）を超える場合には引張とせ

ん断を同時に受けるボルトの強度検討を行い，更

に，ボルトの許容引張応力を超えないことを確認

する。 

Ta=6π・L2・p                 (3.17) 

 ここに，Ta：アンカーボルトの短期許容引抜荷

重(kgf) 

          L ：アンカーボルトの埋込長さ(㎝) 

       (穹孔深さをとってもよい。) 

          ｐ ：コンクリートの設計基準強度によ

る補正係数 

p=
1

6
 Min（ 

Fc

30
 ，5＋

Fc

100
 ） 

              とする。 

     Fc：コンクリートの設計基準強度 

       (kgf／㎝ 2) 

      (通常は，180kgf／㎝ 2とする。) 

 なお，基礎の隅角部，辺部に打設されたアンカ

ーボルトについては，ボルトの中心より基礎辺部

までの距離 C が，C≦L の場合，下記(3.17－1)式に

て短期許容引抜荷重を求める。 

 Ta=6π・C2・p         (3.17－1) 

 ここに，C：アンカーボルト中心より基礎辺部ま

での距離(㎝) 

      ただし，L≧C≧4d， 

      かつ，C－
d

2
 ≧5 ㎝とする。 

注１．第一種，第二種軽量コンクリートが使用さ

れる場合は，１割程度裕度ある選定を行うこ

と。 

短期許容引抜荷重(kgf)  

ボルト経 

ｄ（呼称） 

コンクリート厚さ（㎜） 埋込長さ 

Ｌ（㎜） 120 150 180 200 

Ｍ８ 300 300 300 300 40 

Ｍ10 380 380 380 380 45 

Ｍ12 670 670 670 670 60 

Ｍ16 920 920 920 920 70 

Ｍ20 1,200 1,200 1,200 1,200 90 

Ｍ24 1,200 1,200 1,200 1,200 100 

ボルトの埋込長

さＬの限度（㎜） 

100 

以下 

120 

以下 

160 

以下 

180 

以下 
 

 

注１ 上図において，上表の埋込長さのアンカーボルトが埋

め込まれたときの短期許容引抜荷重である。  

 ２ コンクリートの設計基準強度 Fｃは，180kgf／cm2 と

している。 

 ３ 各寸法が上図と異なるとき或いはコンクリートの設

計基準強度が異なるときなどは，左記強固な基礎の計算

によるものとする。ただし，床スラブ上面に設けられる

アンカーボルトは１本当り，1,200kgf を超す引抜荷重

は負担できないものとする。 

 ４ 埋込長さが右欄以下のものは使用しないことが望ま

しい。 

 ５ 第一種，第二種軽量コンクリートが使用される場合

は，一割程度裕度ある選定を行うこと。 

 

仕上モルタル 

 



⑵ 埋込式 J 形，JA 形ボルトの許容引抜荷重 

設置場所 a）堅固な基礎 b）一般的な床スラブ上面 

  

 下記の計算式にて，ボルトの短期許容引抜荷重を求め

る。ただし，ボルトのせん断応力が 4.5kgf／㎜２(SS400

の場合)を超える場合には引張とせん断を同時に受ける

ボルトの強度確認を行い，更に，ボルトの許容引張応力

を超えないことを確認する。 

 Ta=6π・L2・p                 (3.11) 

 ここに，Ta：アンカーボルトの短期許容引抜荷重(kgf) 

L ：アンカーボルトの埋込長さ(㎝) 

       ただし，6d≦L≦30 

ｐ ：コンクリートの設計基準強度による補正

係数 

p=
1

6
 Min （

Fc

30
 ，5＋

Fc

100
 ） とする。 

Fc：コンクリートの設計基準強度(kgf／㎝ 2) 

(通常は，180kgf／㎝ 2とする。) 

 なお，基礎の隅角部，辺部に打設されたアンカーボル

トについては，ボルトの中心より基礎辺部までの距離が，

C≦L の場合，下記(3.11－1)式または(3.11－2)式にて短

期許容引抜荷重を求める。 

1)L≦C＋ｈの場合         

 Ta=6π・C2・p          (3.11－1) 

2)L＞C＋ｈの場合 

 Ta=6π(L－H)2・ｐ       (3.11－2) 

 ここに，C：アンカーボルト中心より基礎辺部までの距

離(㎝) 

ただし，L≧C≧4d， 

       かつ，Ｃ－
2

d
 ≧5 ㎝ とする。 

     ｈ：基礎の盛上高さ(㎝) 

注１．L≧6d とすることが望ましい。(ｄ：アンカーボル

トの呼称径) 

 ２．上図の は，JIS ボルトの場合 ≒4.5d である。 

 ３．第一種，第二種軽量コンクリートが使用される場

合は，１割程度ある選定を行うこと。 

短期許容引抜荷重（kgf） 

ボルト経 

ｄ（呼称） 

コンクリート厚さ（㎜） 

120 150 180 200 

Ｍ８ 900 900 900 300 

Ｍ10 1,200 1,200 1,200 1,200 

Ｍ12 1,200 1,200 1,200 1,200 

Ｍ16 － 1,200 1,200 1,200 

Ｍ20 － － 1,200 1,200 

Ｍ24 － － － 1,200 

ボルトの埋込長さ

Ｌの限度（㎜） 
100－ｄ 130－ｄ 160－ｄ 180－ｄ 

 

注１ 上図のとおりアンカーボルトが埋込まれた時の短

期許容引抜荷重である。 

 ２ コンクリートの設計基準強度 Fc は，180kgf／cm2

としている。 

 ３ 各寸法が上図と異なるとき或いはコンクリートの

設計基準強度が異なるときなどは，左記強固な基礎

の計算によるものとする。ただし，床スラブ上面に

設けられるアンカーボルトは１本あたり，1,200kgf

を超す引抜荷重は負担できないものとする。 

 ４ L≧6d とすることが望ましく，上表の－印部分は，

使用しないことが望ましい。 

 ５ 上図の は， JIS ボルトの場合の ≒4.5d であ

る。 

 ６ 第一種，第二種軽量コンクリートが使用される場

合は，１割程度裕度ある選定を行うこと。 

 

 

 

 

  



 

  

第１－４表 排煙設備による煙の制御を考慮した避難誘導マニュアル ◆ 

（注） 本表はあくまでも避難マニュアルの基本事項を表わしたものであり，出火階，出火場所及

び出火時間等によって差異があるので，本表の主旨を踏まえて流動的に運用する必要がある。

また，危険物施設の有無，延焼拡大の危険性，消防用設備の作動状況，防災センターの活用，

自衛消防活動体制及び出火階を含めた避難行動等のゾーニング等について十分考慮し，実態に

即した避難計画を樹立する必要がある。  

火 炎 等

の状況 

防煙位置

の目標 

 

 備 考 

煙拡散範

囲 
火   災   室 

廊下 

（第一次安全区画） 

付室 

（第二次安全区画） 

階段室 

煙汚染 

排煙設備 居  室  排  煙 
廊下排煙 

（居室排煙を含む。） 

付室排煙（居室・廊

下排煙を含む。） 

 

 
 

避 
 

 

難 
 

 

誘 
 

 

導 
 

 

計 
 

 

画 

出火階 

階段入り 込み完 了

（階段室とびらの閉

鎖） 

   

  

自衛消

防隊の

任務 

・排煙設備の操作及びそ

の効果の確認 

・避難完了の報告 

・その他計画に定める行 

 動 

階段室に煙を入れないための措置 

⑴ 扉関係     ⑵ 排煙設備関係 

 ア 居室扉の閉鎖   煙拡散範囲の排煙 

イ 付室扉の閉鎖 

 ウ 階段室扉の閉鎖 

※(防災センターへの結果の報告) 

担当者の指

定 

※特に重要

な措置 

    

 

 

出火階 

の 

上方階 

 

・避難目的地→原則と

して地上 

・・避難範囲→出火階の 

  上方階全員  

・優先順位→不特定多

数・高密度階 

なお，場合によっては地上階から最上階

までの在館者全員が一斉避難を開始する

ことになるが，特別避難階段の避難効率及

び収容人員等から考慮すると，待ち時間が

長くなることが予想されるので，階別空調

単位及び中間避難床等により分割し，か

つ，危険度に応じて避難優先順位を決定す

るものであること。 

防災セン

ターの指

示事項の

遵守 

 

教育・訓

練の実施 

 自衛消

防隊の

任務 

・情報の提供 

・階段頂部とびらの閉鎖 

・その他計画に定める行動 

担当者の指

定 

    

出火階の 

下方階 

 原則としては火災初期に避難開始すべきものであるが，防火区画等構造

上おいて特にその安全性が確保できるものであれば，煙汚染等の危険性を

有する火災階及びその上階の避難者が当該階を通過した後に避難（階段入

り込み開始）を開始するものとする。 

防災センタ

ーの指示事

項の遵守  

教育・訓練

の実施  自衛消

防隊の

任務 

 上欄に掲げた事項が遵守され，かつ，避難開始前後においてパニック等

が発生しないよう情報の伝達等に特に留意するものであること。 
 

避難 

開始 

火災初期におい

て守る防煙位置 

成長期において

守る防煙位置  

避 

難 
開 

始 

避 

難 

完 

了 



 

  

第１－５表 スプリンクラー設備の設計レベル等 

設 

備 

機 

器 

の 

名 

称 

設

計

指

針 

耐 震 措 置 の 概 要 備  考 

水
槽
タ
ン
ク
類 

 １ 水槽の設置部分に作用する地震時の力を想定し，これにより発生する曲

げ，せん断応力等に十分耐える措置をする。基礎も同様とする。 

２ 地動の振幅を考慮した貯水の応答等を加味し，強度的に弱いものは，材

料の使用制限，補強，スロッシングによる影響度の低減等の措置をする。 

水槽の構造例 

コ ン ク リ ー ト 製

（地下受水槽）鋼

板製（床置） FRP

製（床置） 

木製（床置） 

加
圧
送
水
装
置 

○ 

１ 固定は，水槽タンク類に準じる。 

２ ポンプケーシング等が強度的に弱い場合は，脆性材の使用制限を考慮す

る。 

３ 防振支持は，ずれ，飛び出し防止の措置をする。 

目標強度を定める

もの 

･････据え付け目

標強度を定めない

もの 

･････機器本体 

配
管
（
一
般
事
項
） 

○ 

１ 配管のねじ接続を制限する。 

２ 脆性材の使用制限を考慮する。 

３ 配管系に逃げを考慮する。 

４ 配管と付属機器の接続箇所及び付属機器の固有振動を考慮する。 

５ 地盤，建物，機器等との相対変位が考えられる場所には，フレキシビリ

ティーをもたせる。 

６ 床，壁の貫通部は，剛な支持，固定は避ける。 

 

配
管
（
立
上
り
管
） 

 

１ 超高層建築物の立上り管は，層間変位に耐えるように措置する。 

２ 立上り管の頂部は，四方向プレーシングを措置し，他の部分にも適切な

支持を措置する。 

３ 応力が大きくなると予想される部分は，門型配管を避けるよう考慮す

る。 

４ 強制変形が許容応力以下の場合は，許容応力による（支持金具の強度と

のかねあいを考慮する。）。 

 

配

管

（

横

引

き

管

） 

 

１ 壁を貫通する部分は，できるだけルーズにし，特殊なスリーブ等を用い

て充てん材をつめる。 

２ 横引き配管又は枝管とヘッドまでの間隔は低限値を定める。 

３ 管のたわみにより，振動が増長されないよう配慮する。 

４ 配管系の基本寸法，支持金具の配置等の基本寸法を検討する。 

５ 横引き管の支持は，立上り管の分岐箇所からなるべく長くとる。 

６ メイン横管のともぶれ防止（Ｖ型つり金具による措置）を配慮する。 

７ 天井共振現象による部分破壊（ヘッド，末端枝管）を考慮する。 

 

継
手
類 

 

１ ねじ込み管継手，ユニオン継手等の使用制限を配慮する。 

２ 曲げモーメントが大きい部分のフランジ型継手の使用制限を配慮する。 

３ たわみ継手（ベローズタイプ）の振れ止めを考慮する。 

４ ボールジョイントのパッキンの材質，構造を検討する。 

５ 可とう継手は，その特性内で使用するよう設置場所に適応する種類を決

める。 

 

バ
ル
ブ
類 

 

１ 配管系における取付け場所を制限する。 

２ 流水検知装置，一斉開放弁を含み外力に対する強度を考慮する。 

３ 脆性材の使用制限及びフレキシビリティーのもたせ方を検討する。 

 



 

  

つ
り
金
具 

支
持
金
具 

○ 

１ 配管の軸に対し，直角方向にあまり剛とならないように支持する。 

２ 動的，静的見地から，適切な支持金具，支持方法を検討する。 

 

ス
プ
リ
ン
ク 

ラ
ー
ヘ
ッ
ド 

○ 

１ 建物の設計加速度による応答加速度の２倍の加速度に耐えるようにす

る。 

２ ヘッド周囲の内装部材等の損傷による衝撃に耐えるよう考慮する。 

３ 内装，天井材等に対するヘッドの拘束をなるべくルーズにする。 

 

基
礎･

ボ
ル
ト
類 

 

 重量機器を設置する部分に作用する地震時の力を想定し，当該機器の据え

付け部に生じる応力に十分耐える基礎及びボルト類を用いる。 

 

（注） 設計指針欄の○印については，将来標準工法を定めるものであり，その他については，目標強度により

耐震措置を図るものであること。



 

  

第１－６表 局部震度法による設計用標準震度 

設置階 
建築設備機器の耐震クラス 

適用階の区分 
耐震クラスＳ 耐震クラスＡ 耐震クラスＢ 

上層階， 

屋上及び塔屋 
2.0 1.5 1.0 

 

塔屋 

 

上層階 

 

中間階 1.5 1.0 0.6 

 

 

中間階 

 

 

地階及び１階 
1.0 

（1.5） 

0.6 

（1.0） 

0.4 

（0.6） 

 

１階 

 

地階 

 

（ ）内の値は地階及び１階（地表）に設置する水槽の場合に適用する。 

上層階の定義について 

・ ２～６階建ての建築物では，最上階を上層階とする。 

・ ７～９階建ての建築物では，上層の２層を上層階とする。 

・ 10～12 階建ての建築物では，上層の３層を上層階とする。 

・ 13 階建ての建築物では，上層の４層を上層階とする。 

中間階の定義について 

・ 地階，１階を除く各階で上層階に該当しない階を中間階とする。 

耐震クラスの適用について 

・ 非常電源については，耐震クラスＳ又は耐震クラスＡとする。 

  ただし，東京都震災対策条例（平成 12 年東京都条例第 202 号）第 17 条に規定される指定重要建築物に設置

する自家発電設備及び蓄電池設備にあっては，耐震クラスＳを指導すること。 

・ 地上（建物外）に設置する非常電源の設計用標準震度は，1.0 を指導すること。 

ＧＬ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

第１－７表 非常電源の耐震措置 

設備機器等 耐震措置の概要 備考 

電 気 室 の 

構 造 

１ 電気室の間仕切り等の区画構成材については、区画材の破損、転倒等に

よる機器等への二次的被害及び機能障害を防止するため無筋ブロック壁

等を避け、鉄筋を用いて施工又は、鉄筋コンクリート造とすること。 

２ 天井は、耐震設計がなされたもの以外は設けないこと。 

電気室への浸

水防止について

も措置を講じる

こと。 

重 量 機 器 

１ 変圧器、コンデンサ、発電機、蓄電池、配電盤等の重量機器は、地震荷

重による移動、転倒等を防止するため、本体及び架台をアンカーボルトに

より堅固すること。 

  この場合、アンカーボルトの強度は、当該機器の据えつけ部に生じる応

力に十分耐えられるものとすること。 

２ 蓄電池の電槽相互の衝撃防止を図るため、緩衝材を用いて架台等に固定

すること。 

３ 防振ゴム等を用いるものにあっては、本体の異常振動を防止するための

ストッパーを設けること。 

機器、架台等の

アンカーボルト

の固定は、水平及

び垂直に働く地

震荷重に耐える

もので、４点以上

の支持とするこ

と。 

 

機 器 接 続 部 

 発電機に接続される燃料管、水道管、電線管、変圧器及び蓄電池等に接続

される電線、その他振動系の異なる機器相互間等は、振動による変位に耐え

られるように可とう性をもたせること。 

 

配 線 、 配 管 

排 気 管 等 

１ 電気配線の壁貫通部・機器との接続部等の部分については、可とう性等

の措置をすること。 

２ 燃料配管及び冷却水配管等は、バルブ等の重量物の前後及び適当な箇所

で軸直角二方向拘束等有効な支持をすること。 

  なお、配管の曲り部分、壁貫通部等には、可とう管を用い、可とう管と

接続する直管部は三方向拘束支持とすること。 

３ 発電機の排気管は、熱膨張や地震時の振動により変位が生じないよう重

量機器に準じて支持すること。 

４ 危険物施設の審査基準（東京消防庁危険物規程事務処理要綱（平成１５

年３月２５日１４予危第５６８号予防部長依命通達）第２８、１の危険物

施設の審査基準をいう。）、第３ 製造所、６、(24)、ウ及び第４ 一般

取扱所、６、⑵、エ、(ｶ)、ｄによること。 

発電機に接続

する煙道にあっ

ては、耐火レンガ

等の脱落による

運転障害がない

よう耐震上十分

考慮する。 

 

継   電   器

（ 配 電 盤 ） 

 防災設備の電気回路に用いる継電器で、その誤作動により重大な支障とな

るものは、無接点継電器を使用するほか、共振点の移行等によって誤作動し

ないようにすること。 

 

タ ン ク 等 

 発電機に付属する燃料タンク及び冷却水タンクは、スロッシングによるタ

ンクの破損を防止するため、タンク本体の強化及び防波板の取付等の措置を

とること。 

 なお、タンクの固定は重量機器に、タンクと配管の接続部は配管に準じて

施工すること。 

タンク据えつ

け架台について

も、重量機器に準

じて耐震措置を

すること。 

 

 


